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學士會会報 No.965（2024─Ⅱ）

国
連
に
お
い
て
日
本
が
果
た
す
べ
き
役
割吉よ

し　

川か
わ　

元も
と　

偉ひ
で

要　
旨

　
戦
前
、
日
本
は
世
界
の
五
大
国
の
一
角
を
占
め
、
国
際
連
盟
の
常
任
理
事
国
だ
っ
た
。
し
か
し
満
州
事
変
後
、
国
際
連
盟
を
脱

退
し
、
そ
の
地
位
を
自
分
か
ら
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
戦
後
、
日
本
は
大
き
な
期
待
と
理
想
を
抱
い
て
国
際
連
合
に
加
盟
し
た
。
し

か
し
、
今
で
は
国
連
の
機
能
不
全
に
失
望
が
広
が
っ
て
い
る
。
元
国
連
大
使
が
、
日
本
人
は
国
連
を
理
想
化
せ
ず
国
益
の
た
め
に

利
用
せ
よ
と
説
く
。

一
．
自
己
紹
介

　
私
は
、
高
校
在
学
中
に
Ａ
Ｆ
Ｓ
奨
学
制
度
に
よ
り
ア
メ
リ
カ

に
留
学
し
ま
し
た
。
一
九
七
四
年
、
国
際
基
督
教
大
学
を
卒
業

後
直
ち
に
外
務
省
に
入
省
し
、
二
〇
一
六
年
ま
で
の
四
十
二
年

間
外
交
官
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
課
長
、

国
連
政
策
課
長
、
中
東
ア
フ
リ
カ
局
長
、
ス
ペ
イ
ン
大
使
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
大
使
、
国
連
大
使
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
た
。

　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
大
使
時
代
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
執
行
委
員
会
議
長
を
務

め
、
国
連
大
使
時
代
に
は
安
全
保
障
理
事
会
（
安
保
理
）
の
非

常
任
理
事
国
選
挙
で
十
一
回
目
の
当
選
を
果
た
し
、
安
保
理
で

の
日
本
代
表
を
務
め
ま
し
た
。
大
使
在
任
中
の
二
〇
一
五
年
に

は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
採
択
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
に
は
気
候
変
動
に

関
す
る
パ
リ
協
定
に
日
本
代
表
と
し
て
署
名
し
ま
し
た
。

二
．
国
連
の
誕
生

　
国
連
の
始
ま
り
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
一
九
四
五
年

四
月
二
十
五
日
、
連
合
国
代
表
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
集

ま
っ
て
国
際
連
合
設
立
の
た
め
の
会
議
を
開
催
し
、
同
年
六
月

二
十
五
日
、
五
十
一
カ
国
が
国
連
憲
章
に
署
名
し
た
こ
と
で

す
。
国
連
憲
章
は
同
年
十
月
二
十
四
日
に
発
効
し
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
国
際
連
合
の
構
想
は
日
米
開
戦
前
に
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
一
九
四
一
年
八
月
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
大
統
領
と

チ
ャ
ー
チ
ル
英
首
相
が
太
平
洋
憲
章
を
提
唱
し
た
際
、「
戦
争

が
終
わ
っ
た
ら
、
国
際
連
盟
よ
り
は
る
か
に
強
力
な
国
際
機
関

を
設
立
し
よ
う
」
と
合
意
し
て
い
た
の
で
す
。

　
一
九
四
五
年
二
月
、
ヤ
ル
タ
会
談
で
国
連
の
構
成
な
ど
を
協

議
し
た
際
、
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
の
要
求
に
米
英
が
譲

歩
し
、
拒
否
権
を
認
め
た
こ
と
が
そ
の
後
の
困
難
の
原
因
と
な

り
ま
し
た
。

　
国
連
の
原
加
盟
国
五
十
一
の
う
ち
、
ア
ジ
ア
が
七
カ
国
（
中

国
、
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
レ
バ
ノ

ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
）、
ア
フ
リ
カ
が
三
カ
国
（
エ
ジ
プ
ト
、

エ
チ
オ
ピ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
）
と
少
な
い
の
は
、
両
地
域
は
ほ

ぼ
植
民
地
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
国
連
は
基
本
的
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
南
米
の
戦
勝
国
が
設
立
し
た
組
織
な
の
で

す
。

　
国
連
憲
章
の
特
徴
（
国
際
連
盟
挫
折
の
教
訓
）

①�

第
二
次
大
戦
中
に
米
英
ソ
が
中
心
に
な
っ
て
構
想
さ
れ
た
。

（
国
際
連
盟
は
第
一
次
大
戦
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
創

立
さ
れ
た
）

②�

安
全
保
障
理
事
会
に
強
制
力
を
持
つ
決
定
権
を
与
え
た
。

（
国
際
連
盟
理
事
会
は
強
制
力
を
持
つ
決
定
は
で
き
な
か
っ

た
）

③�

全
て
の
戦
勝
大
国
が
加
入
し
、
今
日
ま
で
脱
退
国
は
な
い
。

（
国
際
連
盟
は
常
任
理
事
国
五
カ
国
中
、
最
後
ま
で
理
事
国

だ
っ
た
の
は
、
英
仏
の
み
。
米
は
不
参
加
。
日
伊
は
脱
退
）

④�

多
数
決
原
則
に
立
脚
（
連
盟
は
全
会
一
致
が
原
則
。
な
お
、

国
連
も
五
常
任
理
事
国
は
安
保
理
で
拒
否
権
を
持
つ
）

三
．
国
際
連
盟
常
任
理
事
国
の
地
位
を
自
ら
捨
て
た
日
本

　
パ
リ
講
和
会
議
は
日
本
の
晴
れ
舞
台
だ
っ
た

　
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
後
の
一
九
一
九
年
、
日
本
は
パ
リ
講

和
会
議
に
参
加
し
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
調
印
し
ま
し
た
。
日

本
が
明
治
維
新
か
ら
約
五
十
年
で
戦
勝
国
と
し
て
世
界
の
五
大

国
（
米
英
仏
伊
日
）
に
名
を
連
ね
た
の
は
、
大
変
な
こ
と
で

す
。

　
日
本
の
全
権
は
西
園
寺
公
望
と
牧
野
伸
顕
の
二
人
で
す
が
、

後
に
首
相
や
外
相
と
な
る
近
衛
文
麿
、
吉
田
茂
、
芦
田
均
、
松

岡
洋
右
、
有
田
八
郎
、
重
光
葵
も
出
席
し
ま
し
た
。
パ
リ
講
和
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会
議
は
日
本
に
と
っ
て
そ
れ
だ
け
重
要
な
晴
れ
舞
台
で
し
た
。

　
パ
リ
講
和
会
議
に
は
大
勢
の
軍
人
も
随
行
し
ま
し
た
。
後
に

駐
米
大
使
と
な
り
、
日
米
開
戦
回
避
に
奔
走
し
た
野
村
吉
三
郎

（
当
時
、
海
軍
大
佐
）
も
そ
の
一
人
で
す
。

　
パ
リ
講
和
会
議
随
員
の
中
に
、
後
に
最
後
の
国
際
連
盟
日
本

常
駐
代
表
と
な
る
澤
田
節
蔵
と
、
戦
後
初
の
国
連
大
使
に
な
る

澤
田
廉
三
兄
弟
が
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
て
澤
田
兄
弟

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
二
人
は
鳥
取
県
出
身
の
外
交
官
で

し
た
。
一
九
二
一
年
、
皇
太
子
裕
仁
親
王
（
昭
和
天
皇
）
が
欧

州
を
歴
訪
し
た
時
は
、
兄
の
節
蔵
が
英
語
の
通
訳
兼
補
佐
を
務

め
、
弟
の
廉
三
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
通
訳
兼
補
佐
を
務
め
ま
し

た
。
節
蔵
は
戦
後
、
東
京
外
国
語
大
学
の
初
代
学
長
に
な
り
ま

し
た
。
廉
三
は
、
戦
後
外
務
次
官
に
就
任
し
ま
し
た
。
夫
人
は

岩
崎
弥
太
郎
の
孫
、
美
喜
で
す
。
美
喜
は
戦
後
、
児
童
養
護
施

設
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
ホ
ー
ム
を
建
設
し
、
戦
争
混

血
孤
児
約
二
千
人
を
養
育
し
た
人
物
で
す
。

　
日
本
は
国
際
連
盟
に
精
鋭
を
派
遣
し
た

　
一
九
二
〇
年
、
国
際
連
盟
が
発
足
し
ま
し
た
。
国
際
連
盟
は

ア
メ
リ
カ
民
主
党
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
提
唱
で
設
立
さ
れ

ま
し
た
が
、
共
和
党
が
多
数
を
占
め
る
議
会
の
反
対
で
ア
メ
リ

カ
は
加
盟
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
残
さ
れ
た
の
は
英
仏
伊
日
で

す
。

　
日
本
は
国
際
連
盟
に
大
変
な
意
気
込
み
を
感
じ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
日
本
が
国
際
連
盟
の
事
務
次
長
と
し

て
派
遣
し
た
の
は
新
渡
戸
稲
造
で
す
。
彼
は
『
武
士
道
』
の
著

者
と
し
て
、
既
に
海
外
で
も
有
名
人
で
し
た
。

　
各
省
庁
も
精
鋭
を
送
り
込
み
ま
し
た
。
例
え
ば
農
商
務
省
は

柳
田
國
男
を
国
際
連
盟
委
任
統
治
委
員
と
し
て
派
遣
し
て
い
ま

す
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
委
員
会
に
出
席
し
た
柳
田
は
、「
日
本
は

委
任
さ
れ
た
太
平
洋
の
島
々
で
地
元
の
歴
史
と
文
化
を
尊
重
し

た
統
治
を
行
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　
日
本
は
国
際
連
盟
を
脱
退
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

　
と
こ
ろ
が
、
設
立
か
ら
十
三
年
後
の
一
九
三
三
年
、
日
本
は

連
盟
脱
退
を
決
め
松
岡
洋
右
外
相
は
有
名
な
脱
退
演
説
を
し
ま

し
た
。
パ
リ
講
和
会
議
の
全
権
だ
っ
た
最
後
の
元
老
西
園
寺
公

望
も
、
反
対
せ
ず
、
国
内
は
脱
退
に
歓
声
を
上
げ
ま
し
た
。

　
こ
の
前
年
、
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
が
満
州
事
変
を
調
査
し
、
日

本
に
満
州
か
ら
の
軍
の
撤
退
を
勧
告
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

勧
告
は
満
州
に
お
け
る
日
本
の
権
益
は
認
め
て
い
ま
し
た
。
英

仏
と
も
自
国
の
植
民
地
支
配
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
は
避
け

た
訳
で
す
。

　
そ
も
そ
も
、
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
勧
告
に
不
満
な
ら
従
う
必

要
は
な
い
の
に
、
日
本
は
除
名
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
自
ら
連
盟

を
脱
退
し
、
常
任
理
事
国
の
地
位
を
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
点
、
今
の
ロ
シ
ア
は
大
違
い
で
す
。
二
〇
二
二
年
に
始

ま
っ
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
は
明
白
な
国
際
法
違
反
で

す
。
し
か
も
ロ
シ
ア
は
二
〇
一
四
年
に
は
、
ク
リ
ミ
ヤ
半
島
を

侵
略
し
て
併
合
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
明
々
白
々
の
国
際
法
違
反
で
す
が
、
ロ
シ
ア
は
国

際
的
に
非
難
さ
れ
て
も
反
論
し
て
居
直
り
、
今
も
常
任
理
事
国

の
ま
ま
で
す
。
常
任
理
事
国
は
安
保
理
で
拒
否
権
を
発
動
で
き

る
の
で
、
除
名
で
き
な
い
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
動

じ
な
い
態
度
を
、
戦
前
の
日
本
も
見
習
っ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
ち
な
み
に
国
際
連
盟
の
規
則
は
国
連
よ
り
も
民
主
的
で
、
当

事
国
以
外
の
全
員
が
賛
成
す
れ
ば
除
名
で
き
ま
し
た
。
実
際
、

ソ
連
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
侵
略
を
理
由
に
除
名
さ
れ
ま
し
た
。
な

お
、
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
は
、
日
本
同
様
国
際
連
盟
か
ら
脱
退

し
て
い
ま
す
。

四
．
国
連
加
盟
に
至
る
道

　
日
本
の
降
伏
と
講
和

　
日
本
は
連
盟
脱
退
後
、
国
際
的
に
孤
立
し
て
敗
戦
に
至
っ
た

こ
と
か
ら
、
戦
後
は
国
連
加
盟
が
一
大
政
治
課
題
で
し
た
。
特

に
国
連
憲
章
に
、
国
連
は
全
て
の
「
平
和
愛
好
国
」
に
開
放
さ

れ
る
、
と
あ
る
の
で
、
国
連
加
盟
に
よ
り
、
世
界
か
ら
平
和
愛

好
国
と
し
て
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
九
四
五
年
九
月
二
日
、
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
号
の
甲
板
で
降
伏

文
書
の
調
印
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
の
全
権
は

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
官
、
日
本
側
の
全
権
は
重
光
葵
外
相

（
パ
リ
講
和
会
議
出
席
）
と
梅
津
美
治
郎
陸
軍
参
謀
総
長
で
し

た
。

　
外
務
省
が
派
遣
し
た
の
は
、
岡
崎
勝
男
（
終
戦
連
絡
中
央
事

務
局
長
官
）、
加
瀬
俊
一
（
外
相
秘
書
官
）、
太
田
三
郎
（
随

員
）
で
す
。
前
者
二
人
は
後
に
国
連
大
使
に
な
り
ま
し
た
。

　
重
光
は
こ
の
後
、
東
京
裁
判
で
裁
か
れ
、
巣
鴨
拘
置
所
で
四

年
七
カ
月
服
役
し
ま
す
。
彼
の
『
巣
鴨
日
記
』
に
よ
る
と
、
戦

前
、
上
海
で
爆
弾
テ
ロ
に
遭
っ
て
右
脚
を
失
い
義
足
と
杖
を
手

放
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
変
辛
い
日
々
だ
っ
た
よ
う

で
す
。

　
一
九
五
一
年
九
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
吉
田

茂
首
相
が
署
名
し
ま
し
た
。
吉
田
は
牧
野
伸
顕
の
秘
書
官
と
し

て
パ
リ
講
和
会
議
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。

　
岡
崎
勝
男
外
相
に
よ
る
加
盟
申
請

　
一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条

約
が
発
効
し
ま
し
た
。
独
立
国
に
戻
っ
た
日
本
が
最
初
に
し
た

こ
と
の
一
つ
が
、
国
連
へ
の
加
盟
申
請
で
し
た
。
加
盟
申
請
の

書
簡
は
岡
崎
勝
男
外
相
が
書
き
、
同
年
六
月
十
六
日
、
国
連
事

務
総
長
宛
に
発
送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
書
簡
は
国
会
答
弁
な
ど

で
今
も
よ
く
引
用
さ
れ
ま
す
。
岡
崎
は
ミ
ズ
ー
リ
号
の
甲
板
に
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立
っ
た
一
人
で
す
。

　
書
簡
を
読
む
と
、「
挙
国
的
な
共
感
が
漲
っ
て
い
る
」「
熱
意

を
持
っ
て
申
請
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
表
現

は
通
常
、
公
文
書
で
は
使
い
ま
せ
ん
。
更
に
、「
日
本
は
加
盟

国
と
し
て
の
義
務
を
有
す
る
全
て
の
手
段
を
も
っ
て
（by�all�

m
eans�at�its�disposal

）
履
行
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
だ
け
の
情
熱
を
有
し
て
申
請
し
た
の
で
す
。

　
澤
田
廉
三
・
初
代
国
連
大
使
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

　
一
九
五
三
年
、
外
務
次
官
の
澤
田
廉
三
が
初
代
国
連
大
使
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。
先
に
述
べ
た
澤
田
兄
弟
の
弟
で
す
。
彼
は

戦
前
に
も
外
務
次
官
を
務
め
、
パ
リ
講
和
会
議
に
出
席
し
、
皇

太
子
の
欧
州
外
遊
に
随
行
し
、
駐
仏
大
使
も
務
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
外
務
省
は
最
高
の
人
材
を
国
連
に
送
り
込
ん
だ
の
で

す
。
澤
田
の
在
任
中
の
二
年
間
に
、
日
本
の
国
連
加
盟
が
安
保

理
に
三
回
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
三
回
と
も
ソ
連
が
拒
否
権
を

発
動
し
ま
し
た
。
澤
田
は
ソ
連
の
大
使
と
親
交
を
深
め
、
ア
メ

リ
カ
と
友
好
関
係
を
築
く
な
ど
奔
走
し
ま
し
た
が
、
念
願
は
か

な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
加
瀬
俊
一
・
二
代
目
国
連
大
使
（
正
式
加
盟
）

　
一
九
五
五
年
、
ミ
ズ
ー
リ
号
の
甲
板
に
立
っ
た
一
人
、
加
瀬

俊
一
が
二
代
目
国
連
大
使
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
加
瀬
は
翌

年
、
初
の
正
式
な
国
連
大
使
と
な
り
ま
す
。
一
九
五
六
年
十
月

十
九
日
、
日
ソ
共
同
宣
言
が
調
印
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
宣
言
に

は
「
ソ
連
は
日
本
の
国
際
連
合
へ
の
加
盟
を
支
持
す
る
」
と
い

う
条
項
が
あ
り
、
ソ
連
が
拒
否
権
発
動
を
止
め
た
た
め
、
同
年

十
二
月
十
八
日
、
日
本
の
加
盟
が
国
連
総
会
で
決
定
し
ま
し

た
。

　
こ
の
日
、
重
光
外
相
が
国
連
総
会
で
加
盟
受
諾
演
説
を
し
ま

し
た
。
日
本
人
初
の
国
連
職
員
で
元
国
連
事
務
次
長
の
明
石
康

氏
は
、
当
時
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
中
で
、
重
光
の
演
説
を

現
場
で
聞
い
た
そ
う
で
す
。
加
盟
国
の
国
民
で
な
い
と
国
連
職

員
に
な
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
国
連
加
盟
は
安
保
理
が
承
認
し

た
時
点
で
内
定
し
た
の
で
、
明
石
氏
は
国
連
で
イ
ン
タ
ー
ン
と

し
て
働
き
始
め
て
い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、『
国
際
連
合
～
軌

跡
と
展
望
』（
明
石
康
著
、
岩
波
新
書
）
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

　
重
光
葵
外
相
の
加
盟
受
諾
演
説

　
重
光
は
演
説
の
前
半
で
、
日
本
国
憲
法
前
文
や
岡
崎
勝
男
の

加
盟
申
請
書
簡
を
引
用
し
、「
日
本
は
国
連
加
盟
を
通
じ
て
、

国
際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
。
そ
の
た
め

に
、
有
す
る
全
て
の
手
段
を
も
っ
て
、
国
連
加
盟
国
と
し
て
の

義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
演
説
の
後
半
で
は
「
日
本
は
東
と
西
の
架
け
橋
と
な
り
た

い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
東
洋
と
西
洋
の
こ
と
か
、
共
産
陣
営

と
自
由
陣
営
の
こ
と
か
は
不
明
で
す
が
、
こ
の
文
言
の
た
め
、

重
光
の
演
説
は
「
架
け
橋
演
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
重
光

は
一
カ
月
後
の
一
九
五
七
年
一
月
二
十
六
日
、
死
去
し
ま
し

た
。
こ
の
国
連
演
説
が
彼
の
最
後
の
大
仕
事
で
し
た
。

　
加
盟
当
初
、
日
本
は
理
想
に
燃
え
て
い
た

　
一
九
五
七
年
、
国
連
に
加
盟
し
た
ば
か
り
の
日
本
は
、
早

速
、
安
保
理
の
非
常
任
理
事
国
に
立
候
補
し
て
当
選
し
、
一
九

五
八
～
五
九
年
、
安
保
理
の
一
員
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
三

代
目
国
連
大
使
、
松
平
康
東
（
一
九
五
七
～
六
一
）
の
時
代
で

し
た
。

　
四
代
目
国
連
大
使
は
、
国
連
加
盟
申
請
書
簡
を
書
い
た
岡
崎

勝
男
（
一
九
六
一
～
六
三
）
で
す
。
外
交
官
だ
っ
た
彼
は
戦
後

政
界
入
り
し
、
官
房
長
官
や
外
相
を
務
め
ま
し
た
。
外
相
を
務

め
た
あ
と
政
界
を
一
度
引
退
し
ま
し
た
が
、
国
連
大
使
に
就
任

し
ま
し
た
。
彼
の
自
伝
『
戦
後
二
十
年
の
遍
歴
』（
中
公
文
庫
）

は
、
若
き
日
、
中
距
離
走
者
と
し
て
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出

場
し
た
思
い
出
も
語
ら
れ
、
面
白
い
読
み
物
で
す
。

五
．
国
連
に
お
い
て
日
本
が
果
た
す
べ
き
役
割

　
日
本
の
国
連
に
対
す
る
認
識
の
変
化

　
日
本
国
憲
法
前
文
に
、「
日
本
国
民
は
恒
久
平
和
を
念
願
し
、

平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
…
…
」（
要

約
）
と
あ
り
ま
す
。
加
盟
直
後
の
日
本
は
、
こ
の
理
想
を
実
現

す
る
の
は
国
連
だ
と
強
く
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
五
七
年
の
『
外
交
青
書
』
で
は
外
交
三
原
則
と
し
て
、
①

国
連
中
心
主
義
、
②
自
由
主
義
国
と
の
協
調
、
③
ア
ジ
ア
の
一

員
と
し
て
の
立
場
の
堅
持
、
を
掲
げ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
一
九
五
九
年
の
『
外
交
青
書
』
で
は
、
国
連
中
心

主
義
は
「
崇
高
な
目
標
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
連
中
心
主
義

と
い
う
理
想
で
は
、
冷
戦
と
い
う
厳
し
い
国
際
情
勢
に
は
対
応

で
き
な
い
。
国
連
中
心
主
義
は
「
崇
高
な
目
標
」
と
し
て
言
っ

て
み
れ
ば
神
棚
に
上
げ
、「
自
由
主
義
国
と
の
協
調
」
と
い
う

現
実
路
線
を
重
視
す
る
方
向
に
転
換
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　
日
本
の
国
連
政
策
の
転
機

　
一
九
九
〇
年
、
イ
ラ
ク
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
略
を
受
け
、
九
一

年
に
湾
岸
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
日
本
は
憲
法
を
理
由
に
自

衛
隊
を
海
外
派
兵
せ
ず
、
代
わ
り
に
戦
費
百
三
十
億
ド
ル
を
多

国
籍
軍
に
提
供
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
政

府
の
感
謝
広
告
の
中
に
、
日
本
の
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　
資
金
だ
け
を
出
し
て
も
世
界
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
思

い
知
っ
た
日
本
は
、
九
二
年
に
国
際
平
和
協
力
法
を
制
定
し
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
に
自
衛
隊
と
文
民
警
察
を
派
遣
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し
、
以
後
、
ゴ
ラ
ン
高
原
、
東
チ
モ
ー
ル
な
ど
で
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動

の
実
績
を
挙
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、
今
で
も
日
本
の
軍
事
貢
献
に
は
、
憲
法
及
び
政

策
上
の
制
約
が
あ
り
ま
す
。
①
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
の
武
器
使
用
に
制

限
が
あ
る
、
②
犠
牲
者
を
許
容
し
な
い
風
土
が
国
内
に
あ
る
、

③
安
保
理
の
認
め
る
多
国
籍
軍
に
参
加
で
き
な
い
、
④
「
国
連

憲
章
が
認
め
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
は
憲
法
違
反
」
と
い
う
見

解
が
支
配
的
で
あ
る
、
⑤
武
器
供
与
三
原
則
の
た
め
に
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
武
器
を
供
与
で
き
な
い
、
な
ど
で
す
。

　
安
保
理
改
革
（
日
本
の
常
任
理
事
国
入
り
）
に
つ
い
て

　
国
連
は
政
治
思
想
や
体
制
に
関
係
な
く
、
全
て
の
国
に
開
か

れ
て
い
る
国
際
機
関
な
の
で
、
そ
の
決
定
に
は
正
統
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
安
保
理
は
法
的
拘
束
力
の
あ
る
決
定
を
下
せ
る

の
で
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
で
機
能
不
全
が
明
白
と

な
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
権
威
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は

今
後
も
安
保
理
改
革
の
旗
振
り
役
を
続
け
る
べ
き
で
す
。

　
日
本
に
は
常
任
理
事
国
に
な
る
資
格
が
十
分
あ
り
ま
す
。
ま

ず
、
非
常
任
理
事
国
に
最
多
の
十
二
回
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
分
、
一
度
も
選
挙
を
経
て
い
な
い
常
任

理
事
国
よ
り
加
盟
国
の
信
頼
は
厚
い
と
さ
え
言
え
ま
す
。

　
国
連
分
担
金
で
も
日
本
は
長
年
、
米
国
に
次
ぐ
第
二
の
拠
出

国
で
、
一
時
は
国
連
予
算
の
二
割
近
く
を
負
担
し
て
い
ま
し

た
。
今
も
中
国
に
次
ぐ
第
三
の
拠
出
国
で
す
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
安
保
理
改
革
や
日
本
の
常
任
理
事
国
入
り

を
目
指
す
運
動
は
、
官
僚
の
手
に
負
え
る
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
九
九
四
年
、
河
野
洋
平
外
相
が
国
連
で
、「
日
本
は
安

保
理
の
常
任
理
事
国
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
用
意
が
あ
る
」

と
演
説
し
た
よ
う
に
、
政
治
家
が
強
い
覚
悟
を
示
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
後
日
本
は
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
イ
ツ
・
イ
ン
ド
と
連
携
し
て

積
極
的
に
運
動
し
、
二
〇
〇
五
年
、
国
連
総
会
に
安
保
理
改
革

案
を
提
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
複
数
の

国
連
改
革
案
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
ど
れ
も
投
票
に
付
さ
れ

ず
、
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

　
当
時
投
票
に
持
ち
込
め
た
と
し
て
も
、
採
択
に
必
要
な
全
加

盟
国
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

が
、
百
票
は
獲
得
で
き
た
と
思
う
の
で
、
翌
年
以
降
も
状
況
に

応
じ
て
提
案
を
修
正
し
連
携
国
を
変
え
、
決
議
案
を
出
し
続
け

る
べ
き
で
し
た
。
国
連
で
新
し
い
こ
と
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た

ら
、
一
度
で
諦
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
中
国
の
代
表
権
問
題
も

決
着
ま
で
に
一
九
四
五
年
か
ら
七
一
年
ま
で
か
か
り
ま
し
た
。

根
気
が
必
要
な
の
で
す
。

　
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
と
国
連

　
二
〇
一
四
年
三
月
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
の
ク
リ
ミ
ヤ

半
島
を
併
合
し
た
時
、
常
任
理
事
国
の
ロ
シ
ア
が
拒
否
権
を
行

使
し
た
た
め
、
国
連
安
保
理
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
国
連
総
会
も
ロ
シ
ア
を
名
指
し
せ
ず
、
即
時
撤
退
も
求
め

ず
、
領
土
不
可
侵
の
原
則
を
確
認
す
る
決
議
案
に
は
、
多
く
の

国
が
棄
権
す
る
状
況
で
し
た
。
国
益
を
考
え
る
と
、
立
場
を
曖

昧
に
し
た
方
が
得
策
だ
か
ら
で
す
。

　
そ
れ
で
も
、
決
議
案
は
（
全
加
盟
国
百
九
十
三
カ
国
中
）
百

票
の
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
国
連
大
使
だ
っ
た
私

は
、
米
欧
の
「
日
本
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
に
働
き
か
け
て
欲

し
い
」
と
い
う
期
待
に
応
え
て
、
同
地
域
の
大
使
た
ち
に
働
き

か
け
、
票
を
積
み
増
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　
二
○
二
二
年
二
月
末
、
ロ
シ
ア
が
再
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
侵
略

し
た
時
も
、
ロ
シ
ア
が
拒
否
権
を
行
使
し
た
た
め
、
安
保
理
は

何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
国
連
総
会
は
ロ
シ
ア
の

国
連
憲
章
違
反
を
名
指
し
で
非
難
し
、
ロ
シ
ア
軍
の
即
時
か
つ

無
条
件
の
撤
兵
を
求
め
る
決
議
案
を
、（
百
九
十
三
カ
国
中
）

百
四
十
一
票
と
い
う
圧
倒
的
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。
総
会
決

議
に
拘
束
力
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
国
連
憲
章
に
違
反
し
た
ら
、

常
任
理
事
国
で
も
罰
せ
ら
れ
る
」
と
知
ら
し
め
た
こ
と
は
重
要

で
す
。

　
こ
の
時
も
日
本
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
に
働
き
か
け
た
は
ず

で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
駐
日
米
国
大
使
が
、

「
日
本
は
ア
ジ
ア
の
票
を
獲
る
た
め
に
大
き
く
貢
献
し
た
」
と

発
言
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
機
会
に
日
本
が
外
交
力
を
発
揮

し
て
協
力
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
将
来
、
必
ず
日
本

に
返
っ
て
き
ま
す
。
一
方
で
、
日
本
の
依
頼
に
応
え
て
一
票
を

入
れ
て
く
れ
た
国
々
に
は
、
き
ち
ん
と
お
返
し
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
国
際
舞
台
の
常
識
で
す
。
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日
本
人
は
も
っ
と
国
連
を
利
用
せ
よ

　
日
本
人
の
国
連
観
は
理
想
論
と
無
力
論
に
両
極
化
し
て
い

て
、
国
益
の
た
め
に
国
連
を
利
用
す
る
視
点
が
欠
け
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
日
本
が
国
連
に
貢
献
で
き
る
か
ど
う
か
も
大
事
で

す
が
、
国
連
を
ど
う
改
革
す
れ
ば
日
本
に
と
っ
て
使
い
勝
手
が

よ
く
な
る
か
と
い
う
視
点
も
持
つ
べ
き
で
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
福
島
原
発
の
処
理
水
放
出
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
お
墨
付
き
を
得

た
こ
と
や
、
地
域
活
性
化
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
登
録
を
活

用
し
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
機
関
を
上
手
に
利
用
し
て
い
る
好

例
で
す
。

　
日
本
は
友
好
的
と
は
言
え
な
い
国
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
上
、

国
力
が
低
下
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
も
世
界
の
警
察
官

の
役
目
を
降
り
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、
中
露

が
牛
耳
る
世
界
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
日
本
が
緊
急
事
態
に
な
っ
た
時
、「
国
連
は
正
義
の
味
方
だ

か
ら
す
ぐ
に
助
け
に
来
る
」
こ
と
な
ど
、
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
加
盟
国
の
考
え
方
次
第
で
右
に
も
左
に
も
動

き
ま
す
。
常
に
日
本
の
仲
間
を
増
や
し
、
国
連
で
の
票
集
め
の

際
は
価
値
観
を
共
有
す
る
米
欧
な
ど
と
協
力
し
、「
日
本
の
味

方
を
す
る
と
貴
国
の
国
益
に
も
か
な
う
」
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸

国
を
説
得
し
、
国
連
を
常
に
日
本
の
国
益
に
沿
う
方
向
に
向
か

せ
て
お
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
多
国
間
枠
組
み
の
中
で
交
渉
力
を
発
揮
で

き
る
マ
ル
チ
要
員
を
養
成
し
、
政
界
・
財
界
・
官
界
幹
部
の
英

語
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
急
務
で
す
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国

と
の
間
で
率
直
に
議
論
で
き
る
二
国
間
関
係
を
築
く
こ
と
も
重

要
で
す
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
中
東
の
ガ
ザ
で
の
紛
争
な
ど
、
懸
案
事
項
は

多
様
で
す
が
、
他
人
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
も
必
ず

関
係
し
て
き
ま
す
。
先
週
（
十
月
七
日
）
ハ
マ
ス
が
イ
ス
ラ
エ

ル
を
攻
撃
し
て
、
既
に
昨
日
、
原
油
価
格
が
上
が
っ
て
い
ま

す
。

　
近
年
、
国
連
総
会
に
総
理
が
出
席
し
、
日
本
の
政
策
を
開
陳

す
る
機
会
が
増
え
た
の
は
よ
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
安
保
理
の

機
能
不
全
を
受
け
て
、
経
済
政
策
の
調
整
の
場
だ
っ
た
Ｇ
7

が
、
政
治
外
交
問
題
の
政
策
調
整
の
場
と
な
っ
た
こ
と
も
、
日

本
に
は
好
都
合
で
す
。
国
益
の
観
点
か
ら
、
国
連
な
ど
の
多
国

間
交
渉
の
場
を
一
層
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（�

元
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
特
命
全
権
大
使
・
常
駐
代
表
、
国
際
基

督
教
大
・
教
養
・
昭
49
）

（
本
稿
は
令
和
5
年
10
月
10
日
夕
食
会
に
お
け
る
講
演
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
）

※
講
演
の
模
様
は
学
士
会
会
員
交
流
サ
ロ
ン
「
謝
恩
の

情
」
内
の
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
、
公
開
し
て
お
り
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、
Ｐ
Ｃ
の
方
は

左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.gakushikai-salon.jp/lecture_video


